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福岡市規則第54号 

福岡市空家等の適切な管理に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，福岡市空家等の適切な管理に関する条例（平成28年福岡市条例第68号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は，条例の例による。 

（身分証明書） 

第３条 条例第５条第５項の身分を示す証明書は，身分証明書（様式第１号）のとおりとする。 

（特定空家等及び管理不全空家等の判定） 

第４条 市長は，法第２条第２項に規定する特定空家等としての措置を要するもの，管理不全

空家等としての措置を要するもの又は特段の措置を要しないものの判定を，別表第１による

建築物の倒壊等の程度の判定の結果に加えて，次に掲げる区分に応じ，当該各号に定める方

法により行うものとする。 

(1) 建築物の倒壊等によって生じる周辺への危険 別表第２による判定 

(2) そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれのある状態，適切な管理が行われていない

ことにより景観を損なっている状態その他の周辺の生活環境の保全を図るために放置す

ることが不適切である状態等 別表第３による判定 

（空家措置検討委員会） 

第５条 法第14条第２項又は条例第６条第２項の規定による勧告，条例第７条第１項の規定に

よる公表（以下「公表」という。），条例第８条第１項の最小限度の措置その他必要な事項

について適正な運用を図るため，関係職員で構成する空家措置検討委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

２ 委員会の組織，運営等に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

（勧告） 

第６条 条例第６条第２項の規定による勧告は，次に掲げる要件のいずれにも該当すると認め

られる空家等の所有者等に対して行うものとする。この場合において，市長は，あらかじめ

委員会の意見を聴くものとする。 

(1) 管理不全空家等の判定を受けたもの 

(2) 再三にわたり条例第６条第１項の指導を受けたにもかかわらず，同項の措置が講じられ

ていないもの 

(3) 空家等の適切な管理のために必要な措置を講じなければ第三者に対して著しい被害を

及ぼすおそれがあるもの 

２ 前項の勧告は，勧告書（様式第２号）を交付することにより行うものとする。 

（公表） 

第７条 市長は，条例第７条第１項の規定による公表をしようとするときは，委員会の意見を

聴くものとする。 
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２ 条例第７条第２項の規定による通知は，公表予告通知書（様式第３号）により行うものと

する。 

３ 条例第７条第２項の規定による意見の陳述（以下「意見陳述」という。）は，公表に関す

る意見書（様式第４号）を提出することにより行わなければならない。ただし，市長が特に

認めるときは，口頭その他の方法により行うことができる。 

４ 意見陳述は，第２項の規定による通知を受けた日から起算して14日以内に行わなければな

らない。 

５ 市長は，次に掲げる要件のいずれかに該当すると認める場合は，公表を猶予することがで

きる。この場合において，市長は，あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。 

(1) 公表をされるべき者が，次のいずれにも該当し，空家を適切に管理することが経済的に

困難であるとき。 

ア 生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護を受けていること。 

イ 推定相続人から当該空家の適正な管理に対する援助を受けることができない相当な

理由があること。 

ウ 当該空家及びその敷地のいずれも所有する場合においては，当該空家及びその敷地を

処分することができない相当な理由があること。 

(2) 空家の所有権又は管理権を巡り紛争中であるため，所有者等の特定が困難であるとき。 

(3) 条例第６条第２項の期限までに同項の措置を講じなかった者が，当該期限後６月以内に

当該措置を講じることを書面で誓約したとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか，市長が特別な理由があると認めるとき。 

６ 市長は，公表を行うときは，所有者等に対し，公表通知書（様式第５号）により通知する

ものとする。 

７ 公表は，次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 

(1) 市役所並びに区役所及びその出張所の掲示場に掲示する方法 

(2) インターネットを利用する方法 

(3) 前２号に掲げるもののほか，市長が認める方法 

（緊急的危険防止措置） 

第８条 条例第８条第１項に規定するその他特別の事情があるときとは，次に掲げる事由のい

ずれかに該当するときとする。 

(1) 所有者等が，病気その他の理由により意思能力が乏しく，かつ，当該所有者等を代理す

る家族等がいないとき。 

(2) 台風等の差し迫った天災に対し早急に対応が必要な場合であって，所有者等に連絡がと

れないとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか，市長が特別の事由があると認めるとき。 

２ 市長は，条例第８条第１項の最小限度の措置を講じようとするときは，委員会の意見を聴

くものとする。ただし，緊急を要するため委員会で審議する時間的余裕がないことが明らか

である場合は，この限りでない。 
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（福岡市空家等審議会） 

第９条 条例第10条第２項に規定する空家等に関する重要事項は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 法第14条第３項の規定による命令及び同条第９項の規定による代執行に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか，本市の空家対策に関し市長が必要と認めること。 

（組織） 

第10条 審議会は，委員７人以内をもって組織する。 

２ 委員は，学識経験者，市議会議員，関係行政機関の職員又は市職員その他適当と認める者

のうちから市長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第11条 委員の任期は，２年とする。ただし，任期中であってもその本来の職を離れたときは，

委員の職を失うものとする。 

２ 補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

３ 委員は，再任されることができる。 

（会長） 

第12条 審議会に会長を置き，会長は委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は，審議会を代表し，会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，会長があらかじめ指名する委員がその

職務を代理する。 

（会議） 

第13条 審議会の会議は，会長が招集し，会長がその議長となる。 

２ 審議会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。 

（庶務） 

第14条 審議会の庶務は，住宅都市局建築指導部建築物安全推進課において行う。 

（審議会の運営に関する委任） 

第15条 第９条から前条までに定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会長が

定める。 

（委任） 

第16条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行に関し必要な事項は，市長が別に定め

る。 

   附 則 

 この規則は，平成29年４月１日から施行する。 
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別表第１ 

確認項目 状態 評点 

基礎，土台，

柱又ははり 

次のいずれかに該当し，経過の観察が必要であるもの 

(1) 構造材が破損し，又は腐朽している。 

(2) 基礎に複数箇所のひび割れがあり，又は破損している。 

25 

次のいずれかに該当し，将来的な倒壊のおそれのあるもの 

(1) 構造材が欠損し，又は複数箇所が腐朽している。 

(2) 不同沈下により基礎の相当部分が宙に浮いている。 

(3) 基礎が破断し，又は複数箇所が破損している。 

(4) 建築物の傾きが1／60以上1／20未満である。 

50 

次のいずれかに該当し，倒壊の危険のあるもの 

(1) 構造材の腐朽が著しい。 

(2) 家屋が崩落し，又は崩壊している。 

(3) 建築物の傾きが1／20超である。 

(4) 基礎が崩れ，上部構造を支えられない。 

100 

屋根 一部に剥落又はずれのあるもの 15 

著しい剥落があり，全体的に波打ち，穴が開き，その他変形している

もの 

25 

大部分が剥落し，構造材又は下地材が露出し，大きな不陸があり，そ

の他著しく変形したもの 

50 

外壁 構造材又は下地材が露出しているもの 15 

構造材若しくは下地材が著しく露出し，又は下地材が破損して穴が開

いているもの 

25 

構造材又は下地材の大部分が露出しているもの 50 

備考 建築物の倒壊等の程度は，各項目についての評点の合計が，60点未満の場合はaラン

クとし，60点以上80点未満の場合はbランクとし，80点以上100点未満の場合はcランクと

し，100点以上の場合はdランクとする。 
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別表第２ 

建築物の倒壊等

の程度 

建築物の倒壊等によって生じる周辺への危険の程度 判定 

aランク なし A判定 

あり A判定 

ｂランク なし A判定 

あり B判定 

ｃランク なし B判定 

あり B判定 

ｄランク なし B判定 

あり C判定 

備考 

１ 建築物の倒壊等によって生じる周辺への危険の程度は，建築物倒壊時に建築物の部分

が敷地外に広がる状況により判定するものとし，その算式は，次のとおりとする（Ｈ：

倒壊のおそれのある建築物の部分までの高さ，Ｗ：倒壊のおそれのある建築物の部分か

ら敷地境界線までの水平離隔距離）。 

(1) Ｈ/Ｗ≦１ 周辺への危険の程度なし 

(2) Ｈ/Ｗ＞１ 周辺への危険の程度あり 

２ 建築物の危険度判定について，Ａ判定は特段の措置を要しないものとし，Ｂ判定は管

理不全空家等としての措置を要するものとし，Ｃ判定は特定空家等としての措置を要す

るものとする。 

 

別表第３ 

第4条第1項第2号に規定する状態 判定 

該当しない 1判定 

該当する 条例第6条第1項に基づく指導（以下この表におい

て「指導」という。）が，一定の期間に満たない

場合 

2判定 

一定の期間以上指導を行っても改善していない

場合 

3判定 

備考  

１ 一定の期間は，建築物の倒壊等の程度に応じて市長が必要と認める期間とする。 

２ 建築物の危険度以外の判定について，１判定は特段の措置を要しないものとし，２判

定は管理不全空家等としての措置を要するものとし，３判定は特定空家等としての措置

を要するものとする。 
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様式第1号 

（表） 

 
                               
                                第     号 
                              年  月  日交付 

身 分 証 明 書 
 
  所 属 
  職 名  
  氏 名 
             年  月  日生 
  
 上記の者は，福岡市空家等の適切な管理に関する条例 
第５条第３項に規定する調査をすることができる者であ 
ることを証明する。 
 
                福岡市長      印 

   
 
 
 
 

（裏） 

 
                

福岡市空家等の適切な管理に関する条例（抜粋） 
 
（立入調査等） 

第５条 市長は，空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの条例の

施行のために必要な調査を行うことができる。 
２ 市長は，前項の調査を行うに当たっては，所有者等の把握に資する情報を有すると思われる者に対し，報告

を求めることができる。 
３ 市長は，次条から第８条までの規定の施行に必要な限度において，当該職員又はその委任した者に，空家等

と認められる場所の敷地部分に立ち入って目視その他の軽易な調査をさせることができる。 
４ 市長は，前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所の敷地部分に立ち入らせ

ようとする場合において，当該敷地部分への立入りを拒む意思が明らかであると認められるときは，その５日

前までに，当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし，当該所有者等に対し通知する

ことが困難であるときは，この限りでない。 
５ 第３項の規定により空家等と認められる場所の敷地部分に立ち入ろうとする者は，その身分を示す証明書を

携帯し，関係者の請求があったときは，これを提示しなければならない。 
６ 第３項の規定による立入調査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

   
 
 
 

 
 
写    真 
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様式第２号  

 
                                 第     号 
                                 年  月  日 

 
 
             様 
 
 
                             福岡市長      印   
 
 
 

勧 告 書 
 
 
  あなたが所有者等である空家等について，福岡市空家等の適切な管理に関する条例第６条

第１項の規定により助言又は指導をしましたが，現在もなお必要な措置が講じられないため，

同条第２項の規定により，下記のとおり期限までに必要な措置を講じるよう勧告します。 
 

記 
  

空家等の所在地 

 

必 要 な 措 置 

 

措 置 期 限  

 

備考  
  １ 既に措置された場合は，行き違いですので，ご了承ください。 
  ２ 措置に着手されたとき又は措置が完了したときは，遅滞なくご連絡ください。 
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様式第３号 
 

                                 第     号 
                                 年  月  日 

 
             様 
 
 
                              福岡市長     印    
 
 

公 表 予 告 通 知 書 
 
 
  あなたが所有者等である空家等について，   年  月  日付け第   号により福

岡市空家等の適切な管理に関する条例第６条第２項の規定による勧告をしましたが，期限が

過ぎても必要な措置が講じられないため，福岡市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

第７条第２項の規定により，下記のとおりその事実を公表することを予告します。 
  この公表に当たって，意見がある場合には，公表に関する意見書（様式第４号）を提出し

てください。 
 

記 
  

空家等の所在地 
 

公 表 予 定 日 
 

公表予定内容 

空家等の所在地  

空家等の状況 
 

所 有 者 等 の 
氏名及び住所 

 

そ の 他  

公 表 の 原 因 
と な る 事 実 

 

公表に関する 
意見書の提出先 
及び提出期限 

提 出 先  

提 出 期 限  
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様式第４号 
 

                                 年  月  日 
 

公 表 に 関 す る 意 見 書 
 

（宛先）福 岡 市 長  
 
 
                     提出者  住  所          
                          氏  名         印 
                          電話番号 
 
 
 
 
 
  福岡市空家等の適切な管理に関する条例第７条第２項の規定により，次のとおり意見を述

べます。 
 

記 
  

空 家 等 の 所 在 地 
 

公表の原因となる事実 
に つ い て の 意 見 

 
 
 
 
 
 
 

その他該当事案の内容 
に つ い て の 意 見 

 
 
 
 
 

証 拠 書 類 等 の 有 無 有 ・ 無 

備考  
  １ 所定の欄に記入することができない事項は，別紙に記入し添付すること。 
  ２ 証拠書類等を提出する場合は，添付すること。 
 
 

法人その他の団体にあっては，主たる事務所の所在地，名称，代表者

の氏名，代表者印及び電話番号 



10/5 

様式第５号 
 

                                 第     号 
                                 年  月  日 

 
             様 
 
                              福岡市長     印    
 
 

公 表 通 知 書 
 
 
  あなたが所有者等である空家等について，   年  月  日付け第   号により福

岡市空家等の適切な管理に関する条例第６条第２項の規定による勧告をしましたが，期限が

過ぎても必要な措置が講じられないため，同条例第７条第１項の規定により，下記のとおり

その事実を公表します。 
 

記 
  

空家等の所在地 
 
 

公 表 日 
 

公 表 内 容 

空家等の所在地  

空家等の状況 
 

所 有 者 等 の 
氏名及び住所 

 

そ の 他  

公 表 の 原 因 
と な る 事 実 

 

公 表 の 方 法 
 

 
 


